
令和８年度岐阜県職員研修所研修（指定研修「ＯＪＴ指導者育成研修」） 

講師派遣業務委託仕様書 

 

 

 令和８年度岐阜県職員研修所研修（指定研修「ＯＪＴ指導者育成研修」）の実施について、委託者岐阜県（以

下「甲」という）と受託者（以下「乙」という）は研修業務委託の仕様を次のとおり定める。 

 

（業務の目的） 

第１条 本業務委託は、甲の職員に対して別表に定める目的で行う研修をより効果的に行うため、乙に講師

の派遣を委託して行うものである。 

 

（研修の内容） 

第２条 乙は、講義日程、講義時間、講義内容等について、甲の指示に基づき実施しなければならない。研

修科目の主な項目については、別表のとおりとする。 

 

（実施日及び実施場所） 

第３条 当該研修の実施日及び実施場所は、甲の指定のとおり（別表のとおり）とする。ただし、甲乙双方

の事情を踏まえ、協議により日程を変更する場合がある。なお、乙から変更を申し出る場合は、速やか

にその理由を明らかにし、書面で協議するものとする。 

 

（研修内容の変更） 

第４条 当該研修において、乙がやむを得ず講師又は講義内容の一部を変更するときは、あらかじめ甲の承

認を得なければならない。 

 

（教材について） 

第５条 研修で使用する教材について、乙は甲に原稿一部を提出するものとし、必要部数の印刷は甲が行う。 

なお、教材の原稿は、研修予定日の１週間前までに甲へ送付するものとする。 

 

（機材について） 

第６条 甲の研修室で使用する機材のうち、マイク、レーザーポインター、ホワイトボード、ＤＶＤプレイ

ヤー、プロジェクター、（プロジェクター投影用）スクリーン、ノートパソコン、ＷＥＢカメラ、ビデオ

カメラについては、甲が準備する。 

乙がその他の機材を持ち込む場合は、あらかじめ甲の承認を得ること。 

 

（報告書について） 

第７条 乙は、研修終了後、講師からの「研修実施報告書」（様式は問わない。講師から見た所感、今後の課

題等について記載）を研修最終終了日から起算して１か月後又は令和９年３月末日のいずれか早い日ま

でに提出しなければならない。その際、完了報告書（甲指定様式）を合わせて提出すること。 

 

 



（著作物の譲渡について） 

第８条 乙は、「研修実施報告書」及び研修中に作成された資料等（以下「報告書等」という。）が著作権法 

  （昭和４５年法律第４８号）第２条第 1項第 1号に規定する著作物（以下本条において「著作物」とい 

  う。）に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権（著作権法第 21条から第 28条までに規定する 

  権利をいう。以下同じ。）を当該著作物の引き渡し時に甲に無償で譲渡する。 

 ２ 甲は、前項の報告書等が著作権に該当するか否かにかかわらず、報告書等の内容を乙の承諾なく自由  

  に公表することができる。 

 

（写真撮影の許諾等について） 

第９条 乙は、甲が研修中の乙の写真を内部記録のために撮影することを許諾するものとする。 

２ 甲は、撮影した写真を、公表（対象を県職員に限定するものを含む）する場合は、乙の承諾を得るも

のとする。 

 

（その他） 

第１０条 甲乙両者は信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。また、業務の遂行にあたり、

変更の必要又は疑義が生じた場合には、その都度遅滞なく甲乙協議し、乙は甲の指示に従わなければな

らない。 

２ 契約金額は、研修の企画立案と実施、宿泊費、交通費その他を含めた一式の金額とする。ただし、教

材印刷費は含まないものとする。 

３ 乙は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用す 

ることはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 ４ 乙は、原則として、研修中の写真及び動画の撮影をしてはならない。 

 ５ 乙は、研修講義に含まれる著作物等について、著作権者等の権利者の許諾が必要な場合には、著作権

者等の権利者の許諾を得るなど、必要な権利処理を行うものとする。 

 ６ 乙は、委託業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）に基づき、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情

報の保護に努めなければならない。また、別記１「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

７ 乙は、この契約による事務を行うため電子メール等を使用して個人情報が記録された文書等の受渡し

などを行う場合は、別記２「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守しなければならない。 

 ８ 乙は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由

が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通

報しなければならない。なお、通報が無い場合は入札参加資格を停止することがある。また、乙は、暴

力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に

履行期間の延長を請求することができる。 

 

 

 

 

 

 



別表 

科目名 指定研修「ＯＪＴ指導者育成研修」 

項目   内容   

研修目的   新規採用職員の育成に必要となるマネジメント能力や育成スキルの向上を図る。   

受講対象者   
新規採用職員が配属された所属の担当係長及びトレーナー 約２５０名程度 

（受講生：主任級、主査級、係長・課長補佐級の概ね２０代後半～４０代の職員） 
  

実施日   
（前編）令和８年５月のうち５日間を甲乙協議の上決定 

（後編）令和８年９月～１０月のうち５日間を甲乙協議の上決定 
  

実施日数   
（前編）半日×５回    （後編）半日×５回 

※受講対象者を５回に分けて実施。講義内容は各回共通 

講義時間   
１３時１５分～１６時４５分［３時間３０分］ 

ただし、甲の承認する範囲の中で適宜休憩をとるものとする。 
  

実施方法   
・Web会議ツール（Zoom又は Teamsに限る）を利用したオンライン中継での研修 

・受講生は、自所属等で受講 
  

講義の内容   

（前編）指導に必要な知識等の習得 

１ ＯＪＴの意義と役割を理解させ、ＯＪＴ担当者の不安を解消し、新規採用職員の育成に

向けた意欲の向上 

２ 新規採用職員の育成に必要となるスキル 

（現在の若手職員の傾向、ＯＪＴの意義、育成方針の作成方法、ティーチング等） 

３ 新規採用職員とのコミュニケーション方法 

（（後編）振り返り演習 

１ ＯＪＴ指導者としての振り返り、悩みや迷い、課題点の共有・相談 

２ コーチングを中心とした新規採用職員への指導の視点や工夫のきっかけを得る 

３ ＯＪＴ指導者として次世代育成の必要性の再確認 

 

【実施に際しての留意点】 

・上記の内容を盛り込みながら、次の事項に留意すること 

（１）県で作成したＯＪＴマニュアルを反映した内容とすること（※） 

（２）指導方法の具体的事例（成功事例・失敗事例）を盛り込んだ内容とすること 

（３）すぐに実践できるスキルを中心とした講義とすること 

（４）オンライン研修の特性を考慮し、集合研修と同様の受講効果が得られる内容とすること 

※講義プログラムの詳細について甲乙協議し甲の承認するプログラムを決定する。 

  

その他  

・オンライン中継の際、乙は、乙のホストアカウントを使用するとともに、乙の所在地等において

講義すること。また、乙は、受講者の入室管理や出欠確認等講義に係るオペレーター業務を

実施すること 

 

 


